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第５章 計画の推進 
１．計画の進⾏管理（ＰＤＣＡマネジメントシステムの構築） 
本計画を起点に、男女共同参画社会の実現に資する効果的な事業を展開するため、ＰＤＣＡ

マネジメントシステムを構築し、施策・事業の進捗管理を行います。 
具体的には、毎年、事務事業の企画・立案（Ｐｌａｎ)を行いつつ、計画的に事業を実行（Ｄ
ｏ)します。 
計画の進捗については、成果指標の達成状況を定量的に確認するとともに、懇話会での評価、

市民アンケート調査（５年ごと）により客観的に評価（Ｃｈｅｃｋ）を行います。これらの取
り組みを通じ、最終的には事務事業の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）を行い、次年度へ展開して参り
ます。 
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２．推進体制の整備 
（１）庁内推進体制 
本計画の具体的施策は、各所管課が主体的かつ継続的に取り組むとともに、本市のあらゆる

施策が男女共同参画の視点をもって展開される必要があります。そのため、市長を会長とした
庁内の推進組織である推進会議を中心に、本計画の進捗状況を把握・管理していくとともに、
庁内の連携強化を図って、各施策を男女共同参画の視点をもって総合的かつ効果的に実施しま
す。推進会議を所管する市民課は、庁内連携のための総合調整機能として連携体制の強化に努
めます。 
 
（２）南島原市男女共同参画推進懇話会 
「南島原市男女共同参画推進懇話会」は、本市の男女共同参画社会の形成促進を図るための

施策について広く意見を聴取し、男女共同参画の施策の企画及び推進に資するものとして設置
され、男女共同参画の調査研究や市に対する男女共同参画社会推進の提言を行うなどの役割を
担っています。本計画の施策や本市が進めるあらゆる施策が男女共同参画の面からもより適切
で有効なものとして実施されるよう、庁内だけでなく外からも男女共同参画の視点をもって定
期的にチェックを行い、より積極的に市に対して提言や助言を行っていくよう、充実した機能
を発揮して役割を果たしていきます。 

 
 
３．事業者や関係団体等との連携強化 
事業者は、男女雇用機会均等法等の法令を遵守し、組織内の男女共同参画の推進が求められ

ます。また、民間団体や自治会などの地域団体は、男女共同参画の視点に立った活動が求めら
れます。市は、これらの事業者や民間団体等、また、国や県などの関係機関との連携を強化し、
各組織と協働して本計画の施策を確実に実施していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

事業者・関係団体等 

南島原市男女共同参画推進懇話会 
委員： 各種団体代表 
学識経験者 
公募委員等 
◎所管事項 
・男女共同参画の調査研究 
・男女共同参画社会推進の提言 等 

南島原市男女共同参画庁内推進会議 
会 長：市長 
副会長：副市長、教育長 
委 員：各部局長 
◎所管事項 
・男女共同参画計画の策定 
・男女共同参画に基づく施策の推進 等 

市民生活部市民課 

連携 連携・情報提供 

提言・ 
調査審議等 


